
 

 

点検結果表（規制の事前評価） 

政策の名称 
大量保有報告制度の見直し（①大量保有報告制度にお

ける「自己株式」の取扱い） 
府省名 金融庁 

根拠となる法令 
■法律      □政令     □府省令     □告示     □その他 

金融商品取引法 

規制の区分 □新設等             ■緩和               □廃止 

「○」:評価書の分析・説明に課題（疑問点・問題点等）があるもの。 
「※」:点検過程における各府省からの補足説明（＜点検結果表の別紙＞参照）により課題が解消したもの。 
「○※」:点検過程における各府省からの補足説明（＜点検結果表の別紙＞参照）により課題の一部が解消したも

の（なお、「評価の実施状況」欄には評価書を踏まえた区分を、次の【課題の説明】欄には、評価書及び
補足説明を踏まえた課題内容を記載していることから、両者の内容が一致しない場合がある。）。 

 
 
 
 

点検項目 評価の実施状況 
課 
題 

① 
規制の目的、 
内容及び必要性 

■説明あり □説明なし  

費用の分析 

② 
その他の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

③ 
費用と便益の 
関係の分析 

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし  

【課題の説明】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【点検結果表の別紙】 
 
≪規制の影響が及ぶ範囲に係る参考情報≫ 
○ 当省の照会 

規制の影響が及ぶ範囲を示す情報として、５％超の自己株式を保有したことなどを理由に上場企業から提出
された大量保有報告書及び変更報告書の件数を把握していれば、御教示ください。 

 
○ 金融庁の説明 

平成21年から25年までの間に提出された大量保有報告書及び変更報告書の件数及びそれらのうち自己株式
に係るものの件数は以下のとおりである。（出所：EDINET） 

 

 
 

 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

大量保有報告書 
提出件数 

1,766 1,428 1,501 1,308 1,767 

上記のうち自己株式 
に係るもの 

226 147 152 120 105 

変更報告書 
提出件数 

8,912 7,032 6,929 7,289 9,100 

上記のうち自己株式 
に係るもの 

561 541 546 556 555 


